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～「連携」して行う新事業活動への支援措置～



新事業活動促進法による「経営革新」支援
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新事業活動促進法による「経営革新」支援

「中小企業新事業活動促進法」では、中小企業の「経営革新」に向けた取組に対して様々な支援措置を用
意しています。本ガイドでは、ソフトウェアベンダがこれらの支援措置を受けるための要件、手続きなどにつ
いてまとめています。

「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上（※）を図ること。」 （中小企業新事業促
進法 第２条第６項）

「経営革新」とは

「中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画を作成し、経済産業省
令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けること
ができる。」 （中小企業新事業促進法 第９条第１項より抜粋）

「経営革新計画」とは

中小ソフトウェア事業者が「連携」して行う事業が「経営革新」に該当する場合（経営革
新計画が承認される場合）、新事業促進活動法上の様々な支援措置を受けられます。

※「経営の相当程度の向上」：付加価値額、経常利益率などの向上を指します。

※経営革新計画は３～５年間の長期計画となるため、継続的に連携して事業を実施するJV方式で連携しなければ承認
を受けることはきません。

※「経営革新計画」を都道府県に提出して承認を受ける必要があります。



経営革新計画の承認で受けられる支援策
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承認された経営革新計画への支援措置
承認された経営革新計画に記載された「事業活動」は、保証・融資の優遇措置など様々な支援を受ける
ことができます。

「経営革新計画」の承認事業に対する資金について、通常の付保限度額と同額の別枠による借入金保証の利用が可能。

信用保証の特例

限度額 通常

普通保証 2億円

無担保保証
（うち無担保無保証人保証）

8,000万円（1,250万円）

別枠

2億円（組合は4億円）

8,000万円
（1,250万円）

日本政策金融公庫の低利・長期・固定の融資制度である「新事業活動促進資金」を利用可能。

限度額：7.2億円（運転資金2.5億円）
融資期間：10年（運転資金の場合7年）
貸付利率：特別利率３（1.15%～2.15%）

政府系金融機関による低利融資制度

小規模企業設備資金貸付制度は、小規模企業者等の創業、経営基盤の強化に必要な設備の購入代金の半額を無利
子で貸付けるもの。

小規模企業設備資金貸付制度の特例

貸付条件 通常 特例

貸付限度額 4,000万円 6,000万円

貸付割合 所要資金の1/2 所用資金の2/3

※連帯保証人又は物的担保が必要
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ベンダ同士の連携による新事業活動のケーススタディ

次項以降では、新事業活動促進法の支援対象となる「新事業活動」に該当し得るソフトウェア事業者の
「連携」事業について紹介します。

次頁以降の参考例は、あくまで大まかな新事業活動を表現した類型にすぎず、申請者が申請
する経営革新計画に対しては、その新事業活動を行うことによって、経営の相当程度の向上が
見込めるかという観点から、各都道府県等行政庁が個別の判断を行うため、次項以降のケース
に該当しても全ての計画が承認される訳ではありません。

個別の経営革新計画については、「地域力連携拠点」（全国300カ所以上）や、中小企業基盤
整備機構などで相談できます。

注意事項

A社

B社 C社

事業リスク

の低減

得意とする
技術領域の

補填

企業体力

の増強

連携
新規顧客

の開拓



連携による新事業活動 － ケース①
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得意とする技術領域の異なる中小ソフトウェア事業者が組合や共同企業体（JV）のような形態を取ることで、
個社の技術だけでは受託することが出来なかったソフトウェア開発案件を受託するケース。

ケース①：多様な技術が必要な受託開発案件の共同受注

組合／
共同

企業体

発注者

システム開発発注内容：
システム開発規模：80人月
予算5,000万円程度
開発期間：6ヶ月
必要となる技術要素：Webアプリケーショ
ン、データベース、基盤システム

Webアプリケーションに強いエンジニアはいる・・・
自社だけでは開発できない。

データベースに強いエンジニアはいるが・・・
自社だけでは開発できない。

基盤系システムに強いエンジニアはいるが・・・
自社だけでは開発できない。

・経常JVを結成。

・各社がそれぞれの技術
を持ち寄りＪＶを結成

・各社が共同して行う設
備システム投資費を金
融機関より借り入れ。

A社

B社

C社

A社

B社

C社

銀行

連携事業に必要な設備投資費
や人員増強費などの融資（債
務保証付）



組合／
共同

企業体

連携による新事業活動 － ケース②
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複数中小ベンダが組合や共同企業体（JV）のような形態を取ることで、従来よりも大きな受託案件をリスクを
分散した形で獲得するケース。

ケース②：規模の大きい受託開発案件の共同受注

発注者

銀行

システム開発発注内容：
システム開発規模：50人月
予算3,000万円程度
開発期間：5ヶ月
開発に必要な技術者：10人程度
開発内容：複数のソフトウェア部品の作成及びそ
の結合試験

・経常JVを結成。

・大規模で単独では受注
できない案件を受注する
ためＪＶを形成

・不足分の設備投資費や
人員増強（3人）のための
融資は、信用保証付きで
受けることが可能。

雇用技術者数12人（内4人が対応可能）

雇用技術者数10人（内3人が対応可能）

A社（コーディングと単体試

験中心）

B社

A社

連携事業に必要な設備投資費
や人員増強費などの融資（債
務保証付）

技術者雇用

20人月（4人×5ヶ月）規模のシステムなら受注可能だ
が・・・
人員増強資金が足りないし、自社だけで受けるにはリ
スクが大きすぎる。
それに結合試験までは請け負えない。

15人月（3人×5ヶ月）規模のシステムなら受注可能だ
が・・・
人員増強資金が足りないし、自社だけで受けるにはリ
スクが大きすぎる。
それに結合試験までは請け負えない。

B社（コーディングと単体試

験中心）


